
第６次府中市総合計画後期基本計画の策定に伴う検討体制の整備等について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庁内体制 

【概要】 
・各課において後期基本計画の策定に

向けた分析・検討を行う。 
・総合計画市民検討会議に参加し、市

民と協働して今後の施策のあり方を

検討する。 
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府中市総合計画審議会 

【概要】 

市長の諮問により、後期基本計画の策定に関して必要な審議

を行い、市長に答申する。 

【構成】委員：30名 

市政世論調査・市民意識調査 

【概要】 
市や市政に対する市民意識を 
把握する。 

起草委員会 

【概要】 

後期基本計画原案を作成し、審議会に報告する。 

府中市総合計画市民検討会議 

【概要】 

公募市民及び市職員で基本目標ごとに後期基本計画の見直し

の論点を検討し、市長に提言する。 

【構成】公募市民：50名程度 市職員：25人程度 

＜基本目標ごとに検討＞ 
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・総合計画市民検討会議へ

の出席 
・資料の提供 

 

地域での意見収集(予定) 

【概要】 
各文化センター等において、広く

一般市民から意見を収集する。 

ワールドカフェ（予定） 

【概要】 
広く一般市民を対象にテーマを設

定し、意見収集。会議に参加いただ

き意見を発言いただく。 

テーマ型タウンミーティング（予定） 

【概要】 
協働のパートナーなどと具体的な

取組み方針やアイディアについて

意見交換を行う。 
市長へ報告 

資料１－５ 



 


